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船橋市屋外広告物条例 新旧対照表（案） 

新 旧 

(禁止物件) (禁止物件) 

第7条 (略) 第7条 (略) 

(8) 郵便ポスト、電話ボックス、路上配電盤及び公衆便所 (8) 郵便ポスト、電話ボックス、路上配電盤、バス停留所 

及び公衆便所 

(9)～(12) (略) (9)～(12) (略) 

(13) 景観法（平成１６年法律第１１０号）第１９条第１

  項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第

  ２８条第１項の規定により指定された景観重要樹木 

 

2 (略) 2 (略) 

3 道路の路面には、広告物等を表示してはならない。 3 道路の路面には、広告物等を表示し、又は設置してはなら 

ない。 

 (禁止地域等)  (禁止地域等) 

第8条 (略) 第8条 (略) 

(10) 河川、海浜、港湾及びこれらの周囲で市長が指定す

  る区域 

(10) 河川、海浜、港湾、駅前広場その他公共広場及びこ

  れらの周囲で市長が指定する区域 

(11) 都市公園法(昭和３１年法律第７９号)第２条第１項

  に規定する都市公園の区域及び社会資本整備重点計画

  法施行令(平成１５年政令第１６２号)第２条各号に規

  定する公園又は緑地の区域並びにこれらの周囲で市長

  が指定する区域 

(11) 都市公園法(昭和３１年法律第７９号)第２条第１項

 に規定する都市公園の区域、社会資本整備重点計画法

 施行令(平成１５年政令第１６２号)第２条各号に規定

 する公園又は緑地の区域及び児童福祉法(昭和２２年

 法律第１６４号)第４０条に規定する児童厚生施設の

 区域並びにこれらの周囲で市長が指定する区域 
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(12)及び(13) (略) (12)及び(13) (略) 

(14)  学校教育法(昭和２２年法律第２６号)第１条に規定

 する学校、児童福祉法(昭和２２年法律第１６４号)第 

  ７条第１項に規定する児童福祉施設、社会教育法(昭和

 ２４年法律第２０７号)第２０条に規定する公民館、図

 書館法(昭和２５年法律第１１８号)第２条第１項に規

 定する図書館、博物館法(昭和２６年法律第２８５号)

 第２条第１項に規定する博物館及び医療法(昭和２３

 年法律第２０５号)第１条の５第１項に規定する病院

 並びにこれらの敷地 

(14)  学校教育法(昭和２２年法律第２６号)第１条に規定

 する学校、児童福祉法第７条第１項に規定する児童福

 祉施設(第１１号に規定する児童厚生施設を除く。)、

 社会教育法(昭和２４年法律第２０７号)第２０条に規

 定する公民館、図書館法(昭和２５年法律第１１８号)

 第２条第１項に規定する図書館、博物館法(昭和２６年

 法律第２８５号)第２条第１項に規定する博物館及び

 医療法(昭和２３年法律第２０５号)第１条の５第１項

 に規定する病院並びにこれらの敷地 

(15)及び(16) (略) (15)及び(16) (略) 

(適用除外) (適用除外) 

第13条 第13条 

1～3 (略) 1～3 (略) 

4 (略)  4 (略) 

(1)～(5) (略) (1)～(5) (略) 

(6) 政治、労働、宗教、報道その他の営利を目的としない

 活動又は行事のため一時的に表示し、又は設置する広告

 物等 

 

(7) 町会、自治会その他の町又は字の区域その他市内の一

定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された

団体が表示し、又は設置する掲示板、案内図板その他こ

れらに類する広告物等 
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5 自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示するため、

自己の事業の用に供し、かつ、自己の管理する物件に表示

し、又は設置する広告物等のうち、規則で定める基準に適

合するものについては、第７条第１項第９号、第１０号及

び第１３号の規定は、適用しない。 

5 自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示するため、

自己の事業の用に供し、かつ、自己の管理する物件に表示

し、又は設置する広告物等のうち、規則で定める基準に適

合するものについては、第７条第１項第９号及び第１０号

の規定は、適用しない。 

6 (略) 6 (略) 

(1)～(4) (略) (1)～(4) (略) 

 (5)  バス停留所に表示し、又は設置する広告物等  

(特例の許可) (特例の許可) 

第17条 (略) 第17条 (略) 

(1) (略) (1) (略) 

 (2) 良好な景観の形成又は風致の向上に資するものであ

ること。 

 (2) 公共性を有すること。 

  (3) 良好な景観の形成又は風致の向上に資するものであ

ること。   

 


